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はじめに
　これからの世界経済はアジア中心になると
いうことは広く認識されている。それに加え
て、3月の東日本大震災の影響で日本企業の海
外逃避がさらに加速されるとも言われ、アジ
アは日本にとってますます重要な地域になる。
この地域は古くからわが国による経済進出が
盛んであり、日本企業とアジアとの関係はい
まさら語るまでもない。労働問題についても
企業経営の視点から多くのことが言われてき
た。投資の方法とか労務管理的な観点からの
議論は多くなされてきているものの、労働面
におけるCSR（労働CSR）の観点を取り込ん
だ議論はなされることが少ない。労働CSRが
アジア地域ではむしろかなり展開しているに
もかかわらず、そもそも日本では普及してい
ないことにその原因があると思われる。諸外
国では法学者も労働CSRについて多く論じて
いるが、日本では法学者の間で労働CSRにつ
いての議論は低調である。アジアではすでに
多くの現地企業や外国系企業が民間認証機構
による労働CSR認証を受けたり、大手石油資
本が一種のCSRによってミャンマーからの撤
退を余儀なくさせられたりしているのであっ
て、これについての対応を怠ると思いもしな
い肩すかしを受けることになることが恐れら
れる1。

１．アジアで動き出しているCSR
　数年前にホーチミン市の街を歩いていたと

きに驚いたのが、ベトナムで比較的大手のシャ
ツメーカー本社入口にISO9001と並んでSA8000

（後述）の認証を受けているということが誇ら
しげに掲げられていたことである。さらにそ
の数年前、ベトナム労働省のある幹部と話し
ていたときに、いろいろな米国系の認証機構
が入ってきているがあれはどうしたものだろ
うか、という問いかけがなされたことを思い
出す。中国労働省も同じで、政府が多くの民
間企業から認証機構の勧誘にどのように対応
したらいいのかという相談を受けていて、そ
の対応に苦慮しているという話をかなり前に
聞いたことがある。その後中国では、政府に
より積極的に労働CSRが取り入れられる傾向
が定着していることがうかがわれる2。2005年
にタイ労働省を訪ね労働CSRについての調査
をしたとき、この国ではもっと直截に政府自
体が認証活動を行っていることを知って驚い
た3。ある意味では政府がそのような手段を使
って労働法遵守を高めようとしていることは、
正規の労働基準監督制度がうまく働いていな
いことを自ら証明しているようなものではあ
るが、企業のイニシアティブを一つの道具と
して労働基準の実施を拡充しようとしている
意図は認めることができる。カンボジアでは
後述のBetter Factories Projectが設定する認
証基準が、実質的には多くの組織労働者にと
っての労働法となっている。
　労働CSRはこれらの国内的組織による認証
活動に限定されることなく、幅広く展開して
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いる。OECDやILOなどの国際組織によるCSR
文書（特にOECD多国籍企業ガイドライン）
はかなりの実効性を持ってきていると言える。
フィリピントヨタでおきた労働紛争がOECD
で取り上げられるようになったことは、トヨタ
のような大企業においてもCSRの存在を完全
には認識していなかったことを示すものとい
えよう。

2．CSRと労働
（1） CSR

　CSRは、この十数年企業統治の観点から会
社実務で大いに注目され始めたもので、企業
の自主的な行動指針を出発点とするものであ
りながらも規範的側面も持ち合わせ、特に国
際的に活動する企業にとって無視できない存
在になっている。CSRの設定は企業の自主的
な活動であるとはいいながら、消費者と国際
社会からの攻撃をかわすための防御手段でも
ある。CSRは世界的な市民運動による不買運
動を制裁として背後に擁する、法ではないが
法のような働きをするものとして企業の目に
は映るであろう。あるいはOECDガイドライン
のようなソフトローに公正競争原則を適用す
るならば、不売運動という外在的な強制手段
に依拠せざるとも、企業間競争において、時
として実定法を補うものとして裁判規範にす
らなることもあろう4。 　
　CSRでは通常は企業統治と環境が問題にな
るが、最近は労働問題も重要な要素となって
きていることがうかがえる。たとえば70年代
におきた南アジア産のじゅうたんに係る児童
労働排斥を目的とするラグマーク運動や、ス
ポーツシューズのメーカーの多くが直面した
一連の不買運動は、即時に世界中をめぐる情
報によって世界的な消費者運動となって企業
活動に跳ね返った。以下に述べるCSRのうち
でも労働に関連するものは、企業活動にとっ
て重要な要素の一つになっていることは間違
いない。また、CSRのsocialは世間という意味
での社会と訳されているが、本当は社会法と
か社会条項というようにして使われる場合の
socialであって、もともと労働という意味を内

包しているのだと考えられないこともない。
そもそも、CSR自体の考え方の背景には企業
という法人も自然人と同じように各種法的権
利義務の主体であり、黙っていても守らなく
てはならないものがあるのだ、という発想が
あると思われる。したがって企業も、各種財
産権や権利能力を主張できる半面、対社会的
及び企業内的に基本的人権を守らなくてはい
けない義務というものがあると考えられる。

（2） 労働CSRの基本形態（企業自身による行

動要綱）

　労働に関するCSRが具体的な形として表れ
てくるものの基本は、企業が独自に掲げる所
信表明（企業要綱など）である。多くの企業
が社是としてCSRを挙げることが一般化してお
り、ほとんどの企業案内やホームページ上に大
なり小なりそのための項目が設けられている。
また、企業は自らの宣言を実行することについ
て、自己評価をするだけでなく、第三者機関に
認証をしてもらうことをしばしば行う。認証は
しないことになっているが2010年11月に発行さ
れたISO26000というものも労働CSRを多く含ん
でおり、すでにいくつかの企業がこれに従った
企業行動準則を定めている5。純粋な民間NGO
による社会基準の認証活動が過去10年以上活
発化してきており、労働法や労働基準監督制
度が未発達の途上国において、実定法を補完
する働きを始めている。それらのうちのどれだ
けのものが公益実現のための正統性をもつも
のであるか検証が必要ではあるが、民間の社会
基準認証機構としてはSAI （Social Accountability 
International） が有名であり、それに似たGRI

（Global Reporting Initiative）におけるGRI Sus 
tainability Reporting Guidelines には多くの社
会基準が設定され、SAIが作成したSA8000とい
う標準（前出のベトナムのシャツメーカーも認
証を受けている。また、前出の沖電気工業が
受けた認証基準CSA8000というものは江蘇省
常州市が定めたものであるが、明らかに
SA8000を基礎にしていることが分かる）とと
もに、世界中かなりの地域では一定の普遍性
を持つものとなっているということができる。
また、FLA （Fair Labor Association）という組
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織も、数多くの米国企業や多国籍企業に対して
認証活動を行い、影響力を高めている6。数多
くの企業が認証を受け、それがないと市場参入
上不利益を被ることになるとするならば、その
認証基準に内包される諸原則はあたかも法と同
じ働きをすることになる。少なくとも行為規範
にはなっていることに注意が必要である。
　企業の自分に向けた決意表明だけではなく、
取引相手に自社のガイドライン受諾を求め、取
引条件とするということ7がなされるならば、一
つの合意事項として法的な効果を持つことにす
らなる。
　ILOと米国政府が関与して始まり、現在も実
効的に機能しているものにカンボジアにおける 
Better Factories Project というものがある。監
督行為にはILOが関与し、米国政府が費用を大
半持つことによってスタートしたこの仕組みは、
形の上では民間の認証活動である。カンボジア
の場合、産業が繊維加工業に集中しており、ま
たその輸出先市場として米国が大きかったこと
から、認証を受けていないと米国のバイヤーが
買ってくれないという制裁が背後に控えて、事
実上の強制力をもつ結果となった。カンボジア
で成功したこのプロジェクトはILOが他の地域

（アフリカと中東）でも活用しようとしている8。
途上国において、カンボジアのような要素が加
わった際に、民間認証機構の設定する労働基準
はほとんど法としての効力を持つことになる。

（3） 国際労働協約（枠組み協約）　
　国際産別組織による枠組み協約というのは、
国際産業別組織（GUF）が中心となって経営
者団体や多国籍企業と締結する協定のことを
さす。枠組み協約としては、フォルクスワー
ゲン、ダイムラークライスラー、ボッシュ、ル
ノーと国際金属労連（IMF）、家具製造販売の
大 手 企 業 イ ケ ア と 国 際 建 設 林 産 労 連

（IFBWW）、小売業のカルフールとユニオンネ
ットワークインターナショナル（UNI）、ホテ
ルチェーンACCOR、地中海クラブ、食品のダ
ノン、チキータと国際食品労連（IUF）など
の例がある9。これらを含め既に30件を超える
国際枠組み協約が締結されている。グローバ
ル化のもとで企業は生産・サービス拠点をい

つでも、世界のいかなるところにも移すこと
ができるが、枠組み協約は、GUFの網を使っ
て企業が世界のどこへ拠点を移そうとも、即
座に対応することができるのである。これも
日本企業の利用率は極めて少ない。かろうじ
て高島屋とUNIとの間に一つあるだけのよう
である10。

（4） 国際組織による文書　
　OECDが1976年に採択した多国籍企業ガイ
ドライン（以下「ガイドライン」）の目標は、
多国籍企業が経済、環境、社会の進展のため
になし得る積極的貢献を奨励すること、およ
び多国籍企業の様々な事業により生じる問題
点を最小限にとどめることとされ、人権、情
報開示、雇用・労使関係、環境、汚職防止、
消費者保護、科学技術、競争、課税などの企
業倫理の様々な問題に関する原則に及んでい
る。そのうちの人権と雇用・労使関係の項目
は労働CSRであると言って差し支えない。
OECDの勧告であるため、ガイドライン自体
に法的拘束力はない11。しかし、ナショナル・
コンタクト・ポイント（NCP）の設置を代表
とする一種の監視手続きを完備したことによ
り、ガイドラインに明らかに違反する企業に
対しての圧力となってきた。なお、2000年には、
大幅なガイドライン改定がなされ、持続可能
な開発という課題の中核となる経済面、社会
面、環境面の要素を一層強く打ち出している。
とくに、児童労働と強制労働の撲滅に関する
提言を加えることにより、ガイドラインはILO
の基本的条約をすべて含みこむことになった。
　ILOでは1977年に理事会の宣言という形で

「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者
宣言」が採択された。場がILOであるだけに、
内容的にはすべてが労働CSRであると言うこ
とができる。全59項目からなる本宣言は、お
よそILOが条約と勧告で規定している事柄を
ほぼ網羅し、それらを多国籍企業が「できる
限り」守っていくことを訴えかけている。し
かしこれは条約でも勧告でもないので、ILO
憲章上に規定がある様々な権利義務（権限あ
る機関への提出義務、未批准条約･勧告の報告
義務その他）は発生せず、また一連の監視手
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続も発動しない。ただ、「解釈」手続（厳密に
言うと「多国籍企業及び社会政策に関する原
則の三者宣言の適用に関する争いを規定の解
釈に基づいて審議する手続」）12が用意され、
監視に似た措置が講じられているが、必ずし
も利用頻度は高くはない。
　他にも国連多国籍企業行動規範（案）とい
うものがある。国連人権委員会は1998年に「多
国籍企業の活動に関する作業部会」を国連人
権小委員会（正式名称「人権の促進及び保護
に関する小委員会」）のもとに設置した。作業
部会が作り上げた「国連多国籍企業行動規範

（案）」13は2003年に人権小委員会で採択され14、
親委員会である国連人権委員会に2004年3月に
提出された。かなり踏み込んだ形での国際文
書が準備されたが親組織（経済社会理事会）
において慎重論が出され決議2004/279で、ほ
ぼ棚上げにされた。しかし、もしこれがある
程度の進展を見せれば、人権CSRとしてある
程度の規範性を持つことになろう。

３．おわりに　−アジアと日本企業と労働
　アジアでは上にあげたベトナム・中国・カ
ンボジア・タイの一例だけからもわかるよう
に労働CSRはすでに稼働している。しかし、
日本国内ではほとんど知られていないし、取
り入れている企業も少ない。民間認証機構が
労働基準監督制度の完備されていない途上国
をターゲットにしているので、日本であまり
知られていないことは理解できるが、OECD
やILOの基準についての積極的取り込みすら
行っていない日本の世界進出企業には危ない
ものがある。労働CSRはILO条約や勧告を中
心とするいわゆる国際労働法と重なり合うと
ころが多く、OECDガイドラインやILO三者宣
言の一部はすでに国際労働法によって取り込
まれている15。国際労働法は伝統的な国際法（条
約と慣習法）の枠組みだけで捉えきれないの
で、正しい労働CSRはその中で十分に市民権
を有する。法ではないからといって、全く任
意なものとして放置し、ある日目が覚めると
自分だけ裸の王様になっていることに気づく。
　ではあるが、そのことと民間のイニシアテ

ィブによる労働CSRが規範化することとの間
には質的な違いがある。正統的な政府間国際
機構はおろか、未発達の世界的な市民社会か
らさえも委託を受けていない私人が、労働
CSRを通して国際労働法に接近することは、
後者にとって大きな脅威となる。また一部の
国がその私的労働CSRの展開を後押ししてい
ることも問題である。国際的な貿易機構に社
会条項を取り入れることに失敗した国が、民
間の機構が推進する労働CSRを積極的にバッ
クアップすることによって実質的に社会条項
の目的を達成しようとしているのである16。ア
ジアに進出する日本企業は早く労働CSRの重
要性に気付き、かつ欧米流のイデオロギー性
が強く排他的で商業主義的な認証基準を排
し、正しい労働CSRを実施していくべきであ
る。
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